
①勤労者財産形成促進制度

発信者 雇用環境・均等室

●群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

●ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

雇用環境・均等室

パートタイム・有期雇用労働法キャラクター
「パゆう」ちゃん ぐんまver.

① 勤労者財産形成促進制度

群馬労働局の取組 トピックス（令和7年12月10日配信）

◆勤労者財産形成促進制度（財形制度）とは、給与からの天引きにより積立を
行う「財形貯蓄」や、財形貯蓄を行う方に住宅取得やリフォームの資金の貸付
けを行う「財形持家融資」などにより、働く方の財産形成を国と事業主が支援
する制度です。



＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバーは
HPを見てね！

雇用環境・均等室

◆財形貯蓄制度
勤労者が財形貯蓄取扱機関と契約を締結し、事業主が勤労者に代わって賃金から

天引き預金する方法により貯蓄を行う制度です。また、財形年金貯蓄及び財形住宅
貯蓄については、その利子等について税制上の優遇措置が講じられています。

◆会社にとってのメリット
従業員の生活の安定を支援し、従業員の仕事に対するモチベーションや企業への

信頼感が高めることができます。従業員の定着性を高め、優秀な人材確保にも効果
的です。


